
き
ら
り
大
賞

男
女
共
同
参
画

推
進
事
業
者
募
集

▽
対
象　
次
の
①
～
④
の
よ
う

な
働
き
や
す
い
環
境
づ
く
り
に

努
め
、
特
長
の
あ
る
取
り
組
み

を
実
施
し
て
い
る
、
市
内
に
事

務
所
ま
た
は
事
業
所
を
有
す
る

民
間
の
事
業
者
。
①
性
別
に
と

ら
わ
れ
な
い
能
力
活
用
や
女
性

の
職
域
拡
大
の
た
め
の
積
極
的

な
取
り
組
み
②
仕
事
と
家
庭
生

活
、
そ
の
他
の
活
動
と
の
両
立

を
支
援
す
る
た
め
の
積
極
的
な

取
り
組
み
③
男
女
が
共
に
働
き

や
す
い
、
ま
た
は
活
動
し
や
す

い
環
境
づ
く
り
を
推
進
す
る
た

め
の
取
り
組
み
④
そ
の
他
、
男

女
が
共
に
参
画
で
き
る
環
境
づ

く
り
へ
の
積
極
的
な
取
り
組
み
。

▽
申
込　

男
女
共
同
参
画
課

（
市
役
所
２
階
）
に
置
い
て
あ

る
応
募
用
紙
（
市

か
ら
も
取

り
出
し
可
）
に
必
要
事
項
を
書

き
、
10
月
31
日
（
必
着
）
ま
で

に
、
直
接
ま
た
は
送
付
で
、
〒

320-

8540
市
役
所
男
女
共
同
参
画

課
へ
。

▽
そ
の
他　
平
成
25
年
度
は
、

日
本
政
策
金
融
公
庫
宇
都
宮
支

店
、カ
ル
ビ
ー
新
宇
都
宮
工
場
、

デ
ュ
ポ
ン
宇
都
宮
事
業
所
、
栃

木
ミ
サ
ワ
ホ
ー
ム
が
受
賞
。「
き

ら
り
大
賞
」
受
賞
事
業
者
の
取

り
組
み
は
、
市

・
ポ
ス
タ
ー

な
ど
で
紹
介
し
ま
す
。

問
男
女
共
同
参
画
課
☎（
632
）２

３
４
３健

診
を
応
援
す
る

企
業
を

募
集
し
ま
す

　
市
で
は
、健
康
診
査
を
PR
し
、

受
診
者
を
応
援
す
る
企
業
を
募

集
し
ま
す
。
申
し
込
み
の
あ
っ

た
企
業
は
、
市
の
発
行
す
る
リ

ー
フ
レ
ッ
ト
や
市

に
、
企
業

名
や
応
援
内
容
を
掲
載
し
ま

す
。

▽
応
援
内
容　
①
店
内
で
の
健

康
診
査
に
関
す
る
ポ
ス
タ
ー
の

掲
示
や
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
設
置

な
ど
②
各
種
健
診
の
受
診
者
に

商
品
の
割
り
引
き
な
ど
の
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
。

▽
そ
の
他　
申
し
込
み
方
法
な

ど
詳
し
く
は
、
健
康
増
進
課
☎

（
626
）１
１
２
９
へ
。

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の

民
間
事
業
者
は

届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い

　
児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
に

よ
り
、
民
間
事
業
者
な
ど
が
放

課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行

う
際
に
は
、
届
け
出
が
必
要
に

な
り
ま
す
。

▽
対
象　
「
市
放
課
後
児
童
健

全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
」
に
基
づ
き
、
保
護
者
が
労

働
な
ど
に
よ
り
昼
間
家
庭
に
い

な
い
小
学
生
に
、
授
業
の
終
了

後
に
遊
び
や
生
活
の
場
を
提
供

す
る
民
間
事
業
者
な
ど
。

▽
そ
の
他　

届
け
出
方
法
な

ど
、
詳
し
く
は
、
生
涯
学
習
課

☎（
632
）２
６
５
１
へ
。

平
成
27
年
度
か
ら
個
人
住
民
税

の
特
別
徴
収
義
務
者
へ
の

指
定
を
県
内
一
斉
実
施

　
現
在
個
人
住
民
税
の
特
別
徴

収
を
行
っ
て
い
な
い
事
業
者

に
、
10
月
上
旬
に
、
特
別
徴
収

義
務
者
へ
の
指
定
に
つ
い
て
の

◎ 10月は不正軽油撲滅強化月間　不正軽油とは、軽油引取税の脱税を目的に、軽油代替燃料として、灯
油や重油を混ぜたりして使用するものです。不正軽油に関わった人は、全て罰則の対象になります。不正
軽油に関する情報は、県税事務所「不正軽油 110 番」☎ 0282(23)3862 へ。
◎ありがとうございました (敬称略 )　■ぎんなん基金へ　▽ステップ希望▽市医療保健事業団▽なかよ
し善行ネットワーク。問市社会福祉協議会☎ (636)1215

産
　
業

宇都宮を盛り上げる起業家を応援します
■起業家支援施設（インキュベーション施設）の入居企業募集
　新たな事業にチャレンジする起業家を応援するための施設をリ
ニューアルオープンしました。
▽期間　入居から１年間。毎年更新が必要で、最大３年間使用可能。
▽場所　県産業会館内（中央３丁目）。
▽内容　①経営支援付きのインキュベーションオフィス（個室）②
シェアオフィス（共用事務室のデスク）の貸し出し。
▽対象　①登記後５年未満の法人・有限責任事業組合または登記手
続き中の人②新規創業を目指す人、または新規創業した人。
▽費用（月額）　① 23.4 平方メートル＝ 2 万 8,100 円、29.8 平方メー
トル＝ 3 万 5,790 円②固定デスク５席（１席当たり 3,600 円）。別途、
延長空調利用代（実費）あり。
▽選考　①書類審査、面接②書類審査。
▽申込　産業政策課（市役所 7 階）に置いてある申込書（市 から
も取り出し可）に必要書類を添えて、直接、産業政策課☎ (632)2443
へ。
■うつのみや起業家フォーラムを開催
▽日時　11 月 7 日（金）午後 6 時 30 分～ 8 時 30 分。
▽会場　宇都宮大学（峰町）。
▽内容　本県出身で東証一部上場企業を経営する宮澤栄一さん

（ハーツユナイテットグループ代表取締役社長 CEO）による講演と
トークセッション。
▽対象　高校生、大学生、一般。
▽定員　先着 150 人。
▽申込　産業政策課（市役所 7 階）にある申込書（市 からも取り
出し可）に必要事項を書き、10 月 24 日までに、ファクスまたはＥ
メールで、産業政策課☎ (632)2443、 (632)2447、 u2305@
city.utsunomiya.tochigi.jp へ。
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お
知
ら
せ
を
お
送
り
し
ま
す
の

で
、内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
と

は　
給
与
所
得
者
の
個
人
住
民

税
に
つ
い
て
、
所
得
税
の
源
泉

徴
収
と
同
様
に
、
給
与
支
払
者

で
あ
る
事
業
者
が
、
従
業
員
に

毎
月
支
払
う
給
与
か
ら
個
人
住

民
税
を
差
し
引
き
、
納
入
す
る

制
度
で
す
。

　
個
人
住
民
税
は
、
法
令
で
原

則
、
特
別
徴
収
の
方
法
で
徴
収

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
事
業
者
は
円
滑
に
対
応
で

き
る
よ
う
準
備
を
お
願
い
し
ま

す
。

■
特
別
徴
収
事
務
に
関
す
る
説

明
会

▽
日
時
・
会
場　
①
10
月
21
日

午
前
10
時
～
と
午
後
２
時
～
の

２
回
＝
男
女
共
同
参
画
推
進
セ

ン
タ
ー
（
明
保
野
町
）
②
10
月

29
日
午
前
10
時
～
と
午
後
２
時

～
の
２
回
＝
河
内
総
合
福
祉
セ

ン
タ
ー
（
白
沢
町
）
③
11
月
５

日
午
前
10
時
～
＝
東

（
中
今

泉
３
丁
目
）
④
11
月
19
日
午
前

10
時
～
＝
平
石
（
下
平
出
町
）。

問
市
民
税
課
☎（
632
）２
２
１
６

税
の
百
人
一
首

作
品
を
募
集

▽
募
集
内
容　
税
に
関
す
る
も

の
を
テ
ー
マ
に
し
た
短
歌
。
自

作
・
未
発
表
の
も
の
に
限
り
ま

す
。

▽
応
募
方
法　
税
制
課
（
市
役

所
２
階
）、宇
都
宮
税
務
署
（
昭

和
２
丁
目
）
に
置
い
て
あ
る
応

募
用
紙
ま
た
は
は
が
き（
作
品・

住
所
・
氏
名
・
職
業
・
年
齢
・

電
話
番
号
を
明
記
）
で
、
11
月

５
日
（
必
着
）
ま
で
に
、
〒
320

‐
0857
鶴
田
２
丁
目
21
‐
14
宇
都

宮
法
人
会
内「
税
の
百
人
一
首
」

実
行
委
員
会
事
務
局
へ
。

▽
そ
の
他　
優
秀
作
品
に
は
賞

を
贈
呈
、
税
の
普
及
啓
発
活
動

に
活
用
し
ま
す
。
な
お
、
作
品

は
返
却
し
ま
せ
ん
。

問
「
税
の
百
人
一
首
」
実
行
委

員
会
事
務
局
☎（
648
）９
４
６
６
、

税
制
課
☎（
632
）２
１
８
４

求
職
者
の
た
め
の

就
職
支
援
セ
ミ
ナ
ー

▽
日
時　

11
月
５
日
（
水
）・

７
日
（
金
）、
午
前
10
時
～
午

後
４
時
。
全
２
回
。

▽
会
場　
中
央

（
中
央
１
丁

目
）。

▽
内
容　
求
職
活
動
の
心
構
え

や
進
め
方
、
自
己
分
析
、
応
募

書
類
の
書
き
方
、
筆
記
試
験
対

策
、
面
接
指
導
な
ど
。

　
希
望
者
は
、
別
日
程
で
個
別

に
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

を
実
施
。

▽
対
象　
市
内
に
在
住
か
通
勤

し
て
い
る
、
正
規
労
働
者
を
目

指
す
求
職
者
。

▽
定
員　
先
着
10
人
。

▽
申
込　
電
話
ま
た
は
は
が
き

・
フ
ァ
ク
ス
（
郵
便
番
号
・
住
所

・
氏
名
・
年
齢
・
電
話
番
号
を
明

記
）
で
、
〒
320
‐
8540
市
役
所
商

工
振
興
課
☎（
632
）２
４
４
６
、

（
632
）５
４
２
０
へ
。

宇
都
宮
歯
科
衛
生
士

専
門
学
校
の
学
生
を
募
集

▽
試
験
日　

推
薦

（
指
定
校
制
）・
特

別
＝
10
月
23
日
。

一
般
＝
平
成
27
年
１
月
15
日

（
第
１
回
）、
２
月
15
日
（
第
２

回
）、
３
月
22
日
（
第
３
回
）。

　
た
だ
し
、
第
３
回
は
、
定
員

に
達
し
た
場
合
、
試
験
を
行
わ

な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▽
会
場　
宇
都
宮
歯
科
衛
生
士

専
門
学
校
（
竹
林
町
）。

▽
試
験
内
容　
学
科
試
験
（
国

語
総
合
）・
適
性
検
査
・
面
接
。　

▽
受
験
資
格　
高
等
学
校
を
卒

業
し
た
人
（
卒
業
見
込
み
を
含

む
）。

　

特
別
入
学
は
大
学
・
短
大
・

専
門
学
校
卒
業
者
。

▽
申
込
期
間　
推
薦
・
特
別
＝

10
月
17
日
ま
で
。
一
般
入
学　

12
月
15
日
～
平
成
27
年
１
月
８

日
（
第
１
回
）、
２
月
２
～
10

日
（
第
２
回
）、
３
月
９
～
18

日
（
第
３
回
）。

▽
合
格
発
表　
推
薦
・
特
別
＝

10
月
30
日
。
一
般
＝
平
成
27
年

１
月
21
日
（
第
１
回
）、
２
月

18
日（
第
２
回
）、３
月
24
日（
第

３
回
）。

▽
そ
の
他　
卒
業
後
、
国
家
試

験
の
受
験
資
格
あ
り
。

　
申
し
込
み
方
法
な
ど
、
詳
し

く
は
、
宇
都
宮
歯
科
衛
生
士
専

門
学
校
☎
（
625
）２
２
１
７
へ
。

問
保
健
所
総
務
課
☎（
626
）１
１

０
２

◎学生向け就活セミナー　▽日時　① 10 月３日② 10 月 10 日③ 10 月 17 日、午後 1 時 30 分～ 3 時 30
分▽会場　中央 ▽内容　①強み・弱み②応募書類作成③面接力 UP（アップ）▽対象　高等専門学校・
短期大学・大学・大学院などの学生または卒業後３年以内の人▽定員　各先着 20 人。問宇都宮新卒応援
ハローワーク☎ (678)8311

雇
　
用

ご利用ください
市の中小企業者向け融資制度「年末年始資金」
資金の種類・

融資限度額（以内） 内　容 融資期間 融資利率・
信用保証料率

季節経営安定資金
１企業1,000万円

年末年始の商
品仕入れなど
の資金需要対
応

11 月 4 日～平成
27 年 5 月 29 日

（※）。月賦または
期日一括返済

保 証 付 き1.3 ％、保
証付きなし 1.7％、
保証料率必要に応じ
て 1.9％以内

中小企業設備資金
１企業＝3,000万
円１団体＝ 1億円
（いずれも年度間）

機械・設備の
設置、店舗の
新増改築など
の資金対応

５年以内 年利 1.8%
10 年以内 年利 2.0％
15 年以内 年利 2.3％
いずれも１年以内
据え置き 保証料率 1.71％以内

中小企業運転資金
１回　1,000 万円 運転資金対応 5 年以内。１年以

内据え置き
年利 1.8％
保証料率 1.71％以内

※季節経営安定資金の申し込みは、10月20日～12月30日に、市内の足利銀行、
栃木銀行、みずほ銀行、群馬銀行、烏山信用金庫、鹿沼相互信用金庫、栃木信
用金庫へ。その他の資金の申し込みは、市内の全ての銀行、信用金庫、商工中
金へ。信用保証料率は、栃木県信用保証協会の審査により決定されます。
問商工振興課 ☎ (632)2433　中小企業融資振興会 ☎ (632)2438

税
・産
業・雇
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